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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性白土、活性炭、ケイソウ土、ベントナイト、シリカ系吸着材、炭酸カルシウムおよ
び酸化チタンのうちのいずれか１つを含む無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去する
有機性吸着物除去装置において、
　少なくとも１６０℃以上に加熱した水と酸化剤とからなる混合流体を少なくとも大気圧
下で用いて前記有機性吸着物を酸化分解する酸化分解手段と、
　前記酸化分解手段から排出された流体状の排出物を、気体状の排出物と液体状の排出物
とに分離する気液分離手段とを備え、
　前記酸化分解手段は、
　前記無機吸着材を収容して前記有機性吸着物を酸化分解するための酸化分解槽と、
　前記無機吸着材に導かれる前記混合流体を前記少なくとも１６０℃以上３７０℃以下に
加熱する加熱手段と、
　前記水に前記酸化剤を供給する酸化剤供給手段と、
　前記無機吸着材に導かれる前記混合流体を０.１ＭＰａを超え１０ＭＰａ以下の圧力に
加圧する加圧手段とを備え、
　前記酸化分解手段による前記有機性吸着物の酸化分解における酸素供給比が０.８～２.
０であることを特徴とする有機性吸着物除去装置。
【請求項２】
　請求項１に記載した有機性吸着物除去装置において、



(2) JP 5124878 B2 2013.1.23

10

20

30

40

50

　前記酸化分解手段は、
　前記無機吸着材に導かれる前記混合流体を２００℃以上３５０℃以下に加熱した状態で
前記無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去することを特徴とする有機性吸着物除去装
置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載した有機性吸着物除去装置において、
　前記酸化分解手段は、
　前記無機吸着材に導かれる前記混合流体を１ＭＰａ以上８ＭＰａ以下に加圧した状態で
前記無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去することを特徴とする有機性吸着物除去装
置。
【請求項４】
　活性白土、活性炭、ケイソウ土、ベントナイト、シリカ系吸着材、炭酸カルシウムおよ
び酸化チタンのうちのいずれか１つを含む無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去する
有機性吸着物除去方法において、
　少なくとも１６０℃以上に加熱した水と酸化剤とからなる混合流体を少なくとも大気圧
下で用いて前記有機性吸着物を酸化分解する酸化分解ステップと、
　前記酸化分解ステップによって排出された流体状の排出物を、気体状の排出物と液体状
の排出物とに分離する気液分離ステップとを含み、
　前記酸化分解ステップは、
　前記無機吸着材に導かれる前記混合流体を前記少なくとも１６０℃以上３７０℃以下に
加熱する加熱ステップと、
　前記水に前記酸化剤を供給する酸化剤供給ステップと、
　前記無機吸着材に導かれる前記混合流体を０.１ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下の圧力に加
圧する加圧ステップとを含み、
　前記酸化分解ステップによる前記有機性吸着物の酸化分解における酸素供給比が０.８
～２.０であることを特徴とする有機性吸着物除去方法。
【請求項５】
　請求項４に記載した有機性吸着物除去方法において、
　前記酸化分解ステップは、
　前記無機吸着材に導かれる前記混合流体を２００℃以上３５０℃以下に加熱した状態で
前記無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去することを特徴とする有機性吸着物除去方
法。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載した有機性吸着物除去方法において、
　前記酸化分解ステップは、
　前記無機吸着材に導かれる前記混合流体を１ＭＰａ以上８ＭＰａ以下に加圧した状態で
前記無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去することを特徴とする有機性吸着物除去方
法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油分や色素成分などの有機物が吸着した無機吸着材から同有機物を除去する
有機性吸着物除去装置および有機性吸着物除去方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、油脂類、脂質類および鉱物油を製造する過程においては、原料となる油から不
純物を取り除いた後、活性白土に代表される無機吸着材を用いて色素成分や残留不純物な
どの有機物を除去する脱色処理が行われている。例えば、植物油を製造する過程において
は、菜種や大豆などの原料から搾油した原料油を脱ガムおよび脱酸処理して不純物を取り
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除いた後、不純物が取り除かれた原料油、すなわち、粗油に対して脱色処理が行われてい
る。具体的には、粗油を無機吸着材に通して濾過する、または粗油に無機吸着材を加えて
撹拌するなどして粗油に含まれるクロロフィル系およびカロチノイド系の色素成分および
残留不純物を無機吸着材に吸着させて取り除いている。
【０００３】
　しかし、このような無機吸着材を用いた吸着による脱色処理においては、色素成分や不
純物などの有機物が吸着して吸着能力が低下した使用済み無機吸着材の処分が問題となる
。すなわち、使用済みの無機吸着材は大量の油分が付着したケーク状であるため再利用の
用途が限られるとともに、廃棄に際しても無害化のための処理が必要であり、その取り扱
いが極めて煩雑であった。このため、近時においては、例えば、下記特許文献１，２に示
すように、油分が付着した使用済み無機吸着材から油分を回収して有効利用を図るととも
に無機吸着材を再生する油分分離方法および油分分離装置がそれぞれ提案されている。
【特許文献１】特開２００２－２６３４０３号公報
【特許文献２】特開２００３－１７００３７号公報
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１，２に示された油分分離方法および油分分離装置におい
ては、回収した油分の酸価が「３」以上と高いとともに、同回収した油分に無機吸着材に
吸着していた不純物が含まれているため精製工程などの後処理が必要となり使用用途が限
られて現実的な有効利用を図ることが困難である。また、油分が回収された無機吸着材に
おいても、残留油分が１０％近くあるため吸着能力の回復が概ね５０～６０％（最大でも
６５％）に留まり、無機吸着材が十分に再生されたとは言い難い状況にある。すなわち、
これら従来技術においては、日々、大量に生じる油分が付着した使用済み無機吸着材を処
理する方法としては必ずしも有効な手段ではないという問題があった。
【発明の開示】
【０００５】
　本発明は上記問題に対処するためなされたもので、その目的は、使用済み無機吸着材に
吸着（付着したものも含む）した油分や色素成分などの有機性吸着物の大部分を取り除く
ことにより吸着能力を大幅に回復させて無機吸着材を再生することができる有機性吸着物
除去装置および有機性吸着物除去方法を提供することにある。
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項１に係る本発明の特徴は、活性白土、活性炭、ケイソ
ウ土、ベントナイト、シリカ系吸着材、炭酸カルシウムおよび酸化チタンのうちのいずれ
か１つを含む無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去する有機性吸着物除去装置におい
て、少なくとも１６０℃以上に加熱した水と酸化剤とからなる混合流体を少なくとも大気
圧下で用いて前記有機性吸着物を酸化分解する酸化分解手段と、酸化分解手段から排出さ
れた流体状の排出物を、気体状の排出物と液体状の排出物とに分離する気液分離手段とを
備え、酸化分解手段は、無機吸着材を収容して有機性吸着物を酸化分解するための酸化分
解槽と、無機吸着材に導かれる混合流体を少なくとも１６０℃以上３７０℃以下に加熱す
る加熱手段と、水に酸化剤を供給する酸化剤供給手段と、無機吸着材に導かれる混合流体
を０.１ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下の圧力に加圧する加圧手段とを備え、酸化分解手段に
よる有機性吸着物の酸化分解における酸素供給比が０.８～２.０であることにある。
 
【０００７】
　この場合、酸化剤として、酸素を含む気体または液体、例えば、酸素、空気、過酸化水
素、硝酸または二酸化窒素を用いることができる。
 
【０００８】
　このように構成した本発明の特徴によれば、少なくとも１６０℃以上に加熱した水と酸
化剤との混合流体を用いて無機吸着材に吸着した有機性吸着物を水熱酸化処理により分解
している。すなわち、本発明においては、無機吸着材に吸着した有機性吸着物を回収する
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ものではなく、同有機性吸着物を過熱水中において酸化剤を用いて酸化分解して無機吸着
材から容易に脱離する物質、例えば、二酸化炭素、水および分子量が減少した有機性生成
物に変換している。この場合、３５０℃以上に加熱した水と酸化剤とからなる混合流体を
用いて無機吸着材に吸着した有機性吸着物を酸化分解処理することにより有機性吸着物の
多くを二酸化炭素と水とに分解することができる。このため、使用済み無機吸着材に吸着
した油分や色素成分などの有機性吸着物の大部分を取り除くことができ、結果として使用
済み無機吸着材の吸着能力が大幅に回復して無機吸着材を再生することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る有機性吸着物除去装置は、酸化分解手段が、無機吸着材を収容して
有機性吸着物を酸化分解するための酸化分解槽と、無機吸着材に導かれる混合流体を少な
くとも１６０℃以上３７０℃以下に加熱する加熱手段とを備えている。このように構成し
た有機性吸着物除去装置を用いた本発明者らの実験によれば、使用済み無機吸着材の吸着
能力を未使用の無機吸着材の吸着能力の少なくとも６０％以上回復させることができた。
 
【００１０】
　また、本発明に係る有機性吸着物除去装置は、酸化分解手段が、さらに、前記水に酸化
剤を供給する酸化剤供給手段を備えている。そして、この場合、酸化分解手段による有機
性吸着物の酸化分解における酸素供給比が０.８～２.０に設定されている。この場合、酸
素供給比とは、無機吸着材に吸着した有機性吸着物を完全に酸化分解するために必要な化
学量論量の酸素量に対する実際に供給した酸素量の比である。このように構成した有機性
吸着物除去装置を用いた本発明者らの実験によれば、使用済み無機吸着材の吸着能力を未
使用の無機吸着材の吸着能力の少なくとも７０％以上回復させることができた。
 
【００１１】
　また、本発明に係る有機性吸着物除去装置は、酸化分解手段が、さらに、無機吸着材に
導かれる混合流体を０.１ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下の圧力に加圧する加圧手段を備えて
いる。このように構成した有機性吸着物除去装置を用いた本発明者らの実験によれば、使
用済み無機吸着材の吸着能力を未使用の無機吸着材の吸着能力の少なくとも７０％以上回
復させることができた。
 
 
【００１２】
　また、本発明に係る有機性吸着物除去装置は、さらに、酸化分解手段から排出された流
体状の排出物を、気体状の排出物と液体状の排出物とに分離する気液分離手段を備えてい
る。このように構成した本発明に係る有機性吸着物除去装置によれば、無機吸着材に吸着
した有機性吸着物の水熱酸化処理によって生じた流体状の反応生成物、具体的には、二酸
化炭素、水および分子量が減少した有機性生成物を気体物質と液体物質とに分けて排出す
る構成としている。このため、反応性生物中に含まれる気体物質および液体物質の廃棄ま
たは再利用・再資源化が容易となる。
 
【００１３】
　また、請求項２に係る本発明の他の特徴は、前記有機性吸着物除去装置において、酸化
分解手段は、無機吸着材に導かれる混合流体を２００℃以上３５０℃以下に加熱した状態
で無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去することにある。このように構成した有機性
吸着物除去装置を用いた本発明者らの実験によれば、混合流体を約２００℃～３５０℃の
範囲で加熱することで、約８０％以上の脱色率を有する活性白土に再生することができる
。
 
【００１４】
　また、請求項３に係る本発明の他の特徴は、前記有機性吸着物除去装置において、酸化
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分解手段は、無機吸着材に導かれる混合流体を１ＭＰａ以上８ＭＰａ以下に加圧した状態
で無機吸着材に吸着した有機性吸着物を除去することにある。このように構成した有機性
吸着物除去装置を用いた本発明者らの実験によれば、混合流体を約１ＭＰａ～８ＭＰａの
範囲で加圧することで、約８０％以上の脱色率を有する活性白土に再生することができる
。
 
【００１５】
　また、本発明は装置の発明として実施できるばかりでなく、方法の発明としても実施で
きるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る有機性吸着物除去装置の一実施形態について図面を参照しながら説
明する。図１は、無機吸着材に吸着（付着したものも含む）した有機性吸着物を酸化分解
する有機性吸着物除去装置の全体構成を模式的に示すブロック図である。なお、図１は、
本発明の理解を容易にするために一部の構成要素を誇張して表わすなど模式的に表してい
る。このため、各構成要素間の寸法や比率などは異なっていることがある。この有機性吸
着物除去装置は、各種植物油（例えば、大豆油、コーン油、菜種油、オリーブ油、ゴマ油
など）の製造過程において、粗油の脱色工程で用いられた活性白土からなる使用済み無機
吸着材に吸着した有機性吸着物、具体的には、クロロフィル系およびカロチノイド系の色
素成分および有機性残留不純物を取り除いて無機吸着材の吸着能力（脱色能力）を回復さ
せるものである。ここで活性白土とは、主としてアルミナとシリカとによって構成された
粉末状の物質を酸で処理することにより多孔質化して吸着能力を具備させたものである。
【００１７】
（有機性吸着物除去装置の構成）
　この有機性吸着物除去装置は、被処理物である使用済み無機吸着材、すなわち、廃白土
を収容する反応器１０１を備えている。反応器１０１は、活性白土に吸着した有機性吸着
物を酸化反応させて分解処理するために液密かつ気密的に形成された略円筒状の横型の容
器である。この反応器１０１は、有機性吸着物の処理温度である２５０℃、同処理圧力で
ある５ＭＰａに耐えられる材料、例えばステンレス材で構成されている。
【００１８】
　反応器１０１の外周面の外側には、加熱器１０２が設けられている。加熱器１０２は、
有機性吸着物を酸化分解するための水蒸気および酸化剤からなる混合流体の温度を有機性
吸着物の処理温度、具体的には、２５０℃に加熱するとともに同温度を維持するためのヒ
ータである。この加熱器１０２は、図示しない制御装置により作動が制御される。
【００１９】
　反応器１０１における図示左側の端部には、溶媒供給管１０３が接続されている。溶媒
供給管１０３は、有機性吸着物を酸化分解するための前記混合流体を反応器１０１内に供
給するための配管である。この溶媒供給管１０３の上流側には、予熱器１０７、流量調整
バルブ１０６および高圧ポンプ１０５を介して溶媒タンク１０４が接続されている。溶媒
タンク１０４は、前記混合流体を生成するための原料を貯留するための容器である。本実
施形態においては、３０ｗｔ％の過酸化水素水が貯留されている。
【００２０】
　高圧ポンプ１０５は、溶媒タンク１０４に貯留されている過酸化水素水を溶媒供給配管
１０３を介して反応器１０１に供給するための送液ポンプであり、前記制御装置により作
動が制御される。また、高圧ポンプ１０５は、前記制御装置による作動制御により、反応
器１０１内の圧力を有機性吸着物の処理圧力、具体的には５ＭＰａに加圧する。流量調整
バルブ１０６は、溶媒供給管１０３を介して反応器１０１に供給される過酸化水素水の流
量を調節するための手動弁である。
【００２１】
　予熱器１０７は、溶媒供給管１０３がコイル状に巻き回された部分の外側に配置された
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ヒータであり、前記制御装置による作動制御により溶媒供給管１０３内を流れる過酸化水
素水の温度を有機性吸着物の処理温度である２５０℃に近い温度まで加熱する。
【００２２】
　一方、反応器１０１における図示右側の端部には、排出管１０８が接続されている。排
出管１０８は、反応器１０１内にて有機性吸着物を酸化分解することにより生じる反応ガ
スを反応器１０１の外に導くための配管である。この排出管１０８の下流側には、冷却器
１０９、焼結フィルタ１１０および背圧弁１１１を介して気液分離器１１２が接続されて
いる。冷却器１０９は、前記制御装置によって作動が制御され、排出管１０８を空冷およ
び水冷方式により冷却して反応器１０１から排出された反応ガスの温度を約５０℃にまで
冷却する。
【００２３】
　焼結フィルタ１１０は、反応器１０１から排気された反応ガスに含まれる固形分（主と
して活性白土）を分離するためのものである。背圧弁１１１は、反応器１０１および排出
管１０８内の圧力を所定の圧力、すなわち、５ＭＰａに保つための圧力調節バルブである
。また、気液分離装置１１２は、反応器１０２から排出された反応ガスに含まれる水蒸気
および低分子量の有機性生成物を液体として分離するとともに、これらの液体生成物が除
かれた反応ガス（主として二酸化炭素）を大気中に放出するための分離装置である。
【００２４】
　また、この有機性吸着物除去装置は、図示しない制御装置を備えている。制御装置は、
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどからなるマイクロコンピュータによって構成されているとと
もに、作業者からの指示を入力するための入力装置（図示せず）および作業者に対して有
機性吸着物除去装置の作動状況を表示するための表示装置（図示せず）を備えている。こ
の制御装置は、作業者の指示に従ってＲＯＭなどの記憶装置に予め記憶されたプログラム
を実行することにより、有機性吸着物除去装置の各種作動を制御する。具体的には、制御
装置は、作業者からの指示に従って加熱器１０２、高圧ポンプ１０５、予熱器１０７およ
び冷却器１０９の各作動の開始および停止を制御する。
【００２５】
（有機性吸着物除去装置の作動）
　上記のように構成した有機性吸着物除去装置の作動について説明する。まず、作業者は
、反応器１０１内にケーク状の使用済み活性白土（廃白土）を充填して反応器１０１の両
端部にガラスウールを詰めた後、蓋を閉めて溶媒供給配管１０３および排出管１０８をそ
れぞれ接続する。なお、この場合、植物油の製造工程における脱色工程で使用された後の
使用済み活性白土には、通常、４０～８０質量％の油分が付着している。したがって、作
業者は、使用済み活性白土を反応器１０１内に充填する前にブロア処理により使用済み活
性白土に付着している油分を３０～４０質量％まで除去しておく。
【００２６】
　次に、作業者は、有機性吸着物除去装置における図示しない電源スイッチを投入して、
有機性吸着物の除去処理の開始を制御装置に指示する。この指示に応答して前記制御装置
は、加熱器１０２、高圧ポンプ１０５、予熱器１０７および冷却器１０９の各作動を開始
させる。これにより、溶媒タンク１０４に貯留されている過酸化水素水が高圧ポンプ１０
５によって予熱器１０７に導かれる。
【００２７】
　予熱器１０７に導かれた過酸化水素水は、約２００℃～２５０℃に加熱されるとともに
水蒸気と酸素に分解されて反応器１０１内に導かれる。この場合、制御装置は、水蒸気と
酸素とからなる混合流体の圧力と流量を調整することにより、反応器１０１内の圧力を５
ＭＰａに加圧するとともに同反応器１０１内に供給される酸素量を酸素供給比が「１.２
」となるように高圧ポンプ１０５の作動を制御する。ここで、酸素供給比とは、使用済み
活性白土に吸着した有機性吸着物を完全に酸化分解するために必要な化学量論量の酸素量
に対する実際に供給した酸素量の割合である。
【００２８】
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　反応器１０１内に導かれた混合流体は、加熱器１０２によって２５０℃に加熱されると
ともに同温度に維持された状態で、反応器１０１の図示左側端部から図示右側端部に向っ
て流動する。この場合、反応器１０１内における使用済み活性白土は、温度が２５０℃、
圧力が５ＭＰａの混合流体が通過することにより、使用済み活性白土に吸着した有機性吸
着物が高圧過熱水蒸気に溶解するとともに、同溶解した有機性吸着物が混合流体に含まれ
る酸素によって酸化分解されて無機吸着材から容易に脱離する物質、具体的には、水蒸気
、二酸化炭素ガス、窒素ガス、分子量が減少した有機性生成物からなる反応ガスに転化す
る。
【００２９】
　有機性吸着物の酸化分解によって生成された前記反応ガスは、排出管１０８を介して冷
却器１０９、焼結フィルタ１１０および背圧弁１１１を介して気液分離器１１２に導かれ
る。気液分離器１１２は、反応ガスに含まれる水蒸気および低分子量の有機性生成物を液
化して貯留するとともに、二酸化炭素ガスおよび窒素ガスなどからなる反応ガスを大気中
に放出する。この場合、気液分離器１１２によって分離された二酸化炭素ガスおよび窒素
ガスは、専用の容器に充填して他の用途に利用してもよい。また、気液分離器１１２に貯
留された水は、そのまま廃棄してもよいし、他の用途に利用してもよい。
【００３０】
　このようにして、使用済み活性白土に吸着した有機性吸着物の酸化分解処理が連続的に
実行されて、有機性吸着物が水、二酸化炭素ガス、窒素ガスおよび低分子量の有機性生成
物などの活性白土から容易に脱離する物質に変換される。これにより、使用済み活性白土
から有機性吸着物が除去される。作業者は、反応器１０１内に所定時間（概ね１～１.５
時間）の間、混合流体を供給した後、有機性吸着物除去装置の作動を停止させる。そして
、作業者は、反応器１０１内が常温にまで冷えるのを待って反応器１０１内から使用済み
活性白土を取り出して有機性吸着物の除去作業を終了する。この場合、取り出された使用
済み活性白土には、油分を含む有機性吸着物が除去されて未使用の活性白土と同等な状態
となる。
【００３１】
　上記作動説明からも理解できるように、上記実施形態によれば、２５０℃に加熱した水
と酸化剤との混合流体を用いて活性白土に吸着した有機性吸着物を水熱酸化処理により分
解している。すなわち、本発明においては、活性白土に吸着した有機性吸着物を回収する
ものではなく、同有機性吸着物を過熱水蒸気中において酸化剤を用いて酸化分解して無機
吸着材から容易に脱離する物質、例えば、二酸化炭素、水および分子量が減少した有機性
生成物に変換している。このため、使用済み活性白土に吸着した油分や色素成分などの有
機性吸着物の大部分を取り除くことができ、結果として使用済み活性白土の吸着能力が大
幅に回復して活性白土として再生することができる。
【００３２】
　また、上記実施形態によれば、有機性吸着物の酸化分解処理によって生じた反応ガスを
気液分離器１１２によって液体成分と気体成分とに分離している。このため、有機性吸着
物の酸化分解処理によって生じた反応物質の廃棄または再利用・再資源化が容易となる。
【００３３】
　さらに、本発明の実施にあたっては、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明
の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
【００３４】
　例えば、上記実施形態においては、水と酸化剤とからなる混合流体の温度を２５０℃に
加熱するとともに、同混合流体の圧力を５ＭＰａに加圧して活性白土に吸着した有機性吸
着物の酸化分解処理に用いた。しかし、本発明者らによる実験によれば、混合流体の温度
および圧力は、上記実施形態に限定されるものではい。図２，図３は、本発明に係る有機
性吸着物の除去処理を施して再生した活性白土の脱色率（吸着能力）に対する混合流体の
温度および圧力の関係を示している。この場合、再生した活性白土の脱色率は、下記数１
に示す式で求められる。すなわち、下記数１によれば、原料油（脱色前）中の色素成分の
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濃度と脱色油（脱色後）中の色素成分の濃度に変化がなければ、脱色率は０％となり活性
白土に吸着能力が無いこと意味する。
【数１】

【００３５】
　図２によれば、混合流体を約１６０℃～４５０℃の範囲で加熱することで、クロロフィ
ル系およびカロチノイド系の色素成分について約６０％以上の脱色率を有する活性白土に
再生することができる。この場合、特に、混合流体を約２００℃～３５０℃の範囲で加熱
することで、約８０％以上の脱色率を有する活性白土に再生することができる。また、こ
の場合、３５０℃程度に加熱した混合流体を用いて無機吸着材に吸着した有機性吸着物を
水熱酸化処理することにより有機性吸着物を概ね二酸化炭素と水とに分解することができ
る。したがって、実効ある活性白土に再生するためには、混合流体の温度を少なくとも１
６０℃～４５０℃の範囲で設定することが望まれるが、より高い吸着能力を有し未使用の
活性白土の吸着能力と同等の吸着能力を有する活性白土に再生するためには、混合流体の
温度を２００℃～３５０℃の範囲で設定することが好ましい。
 
 
【００３６】
　一方、図３によれば、混合流体を０.１ＭＰａを超え１０ＭＰａ以下の範囲で加圧する
ことで、約７０％以上の脱色率を有する活性白土に再生することができる。この場合、特
筆すべきは、本発明によれば、図３に示すように、混合流体が０.１ＭＰａの状態、すな
わち、大気圧状態においても約７０％以上の脱色率を有する活性白土に再生することがで
きることにある。したがって、本発明の実施においては、必ずしも混合流体を加圧する必
要はなく、大気圧下において有機性吸着物の酸化分解処理を行うことができる。これによ
り、有機性吸着物除去装置の構成を簡単にすることができる。
【００３７】
　なお、大気圧下において有機性吸着物の酸化分解処理を行う場合においても、有機性吸
着物除去装置に混合流体を加圧するための加圧手段（例えば、コンプレッサー）を設けて
もよい。これによれば、有機性吸着物および使用済み活性白土の状態に応じて適宜混合流
体に圧力を加えながら有機性吸着物の酸化分解処理を行うことができる。これにより、有
機性吸着物の酸化分解処理精度を向上させることができる。
【００３８】
　また、図３によれば、混合流体を約１ＭＰａ～８ＭＰａの範囲で加圧することで、約８
０％以上の脱色率を有する活性白土に再生することができる。したがって、より実効ある
高い吸着能力を有し未使用の活性白土の吸着能力と同等の吸着能力を有する活性白土に再
生するためには、混合流体の圧力を１ＭＰａ～８ＭＰａの範囲で設定することが好ましい
。なお、上記実施形態においては、有機性吸着物を水熱酸化分解するための混合流体とし
て過熱水蒸気を用いた。しかし、混合流体が気体である場合とは、混合流体の圧力が同混
合流体の温度における飽和水蒸気圧未満である場合である。したがって、混合流体の圧力
が同混合流体の温度における飽和水蒸気圧以上である場合には、混合流体は当然、液体と
なる。このように混合流体が液体であっても上記実施形態と同様の効果を奏するものであ
る。
【００３９】
　また、上記実施形態においては、有機性吸着物を酸化分解するために供給する酸化剤の
酸素供給比を１.２とした。しかし、本発明者らによる実験によれば、有機性吸着物に対
して供給する酸素の供給比は、上記実施形態に限定されるものではい。図４は、本発明に
係る有機性吸着物の除去処理を施して再生した活性白土の脱色率（吸着能力）に対する酸
素供給比の関係を示している。
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【００４０】
　図４によれば、過熱水蒸気に対して酸化剤を加えることにより、再生した活性白土の脱
色率を向上させることができるが、有機性吸着物に対して供給する酸素の供給比を約０.
３以上に設定することで約６０％以上の脱色率を有する活性白土に再生することができる
。この場合、特に、同酸素供給比を約０.８以上にすることで、約８０％以上の脱色率を
有する活性白土に再生することができる。したがって、実効ある活性白土に再生するため
には、有機性吸着物に対して供給する酸素の供給比を少なくとも０.３以上に設定するこ
とが望まれるが、より高い吸着能力を有し未使用の活性白土の吸着能力と同等の吸着能力
を有する活性白土に再生するためには、同酸素供給比を０.８～２の範囲で設定すること
が望まれる。
【００４１】
　この場合、上記実施形態においては、過酸化水素水を用いて混合流体を生成したが、混
合流体の生成方法は上記実施形態に限定されないことは、当然である。例えば、水蒸気を
加熱して生成した過熱水蒸気に対して酸素やオゾンを貯留したボンベなどから酸素を加え
る、または大気中の空気を加えることにより混合流体を生成するようにしてもよい。大気
中の空気を吸引して酸化剤とすれば、有機性吸着物の酸化分解処理を経済的に行うことが
できる。そして、これらによっても、上記実施形態と同様の効果が期待できる。なお、酸
化剤としは、酸素を含む気体または液体、例えば、酸素、空気、過酸化水素、硝酸または
二酸化窒素を用いることができる。
【００４２】
　また、上記実施形態においては、使用済み活性白土に対して約１～１.５時間の間、混
合流体を供給して水熱酸化処理を行った。しかし、有機性吸着物の酸化分解に要する時間
は、処理対象となる使用済み活性白土の量や同使用済み活性白土に吸着した吸着物の量（
特に油分）に応じて適宜設定されるものであり、上記実施形態に限定されるものではない
。図５は、本発明に係る有機性吸着物の除去処理を施して再生させた活性白土の脱色率に
対する有機性吸着物の酸化分解処理時間の関係を示している。
【００４３】
　図５によれば、有機性吸着物の酸化分解処理時間を約３０分以上とすることで、約６０
％以上の脱色率を有する活性白土に再生することができる。この場合、特に、同酸化分解
処理時間を約１時間以上とすることで、約８０％以上の脱色率を有する活性白土に再生す
ることができる。したがって、実効ある活性白土に再生するためには、有機性吸着物の酸
化分解処理時間を３０分以上とすることが望まれるが、より高い吸着能力を有し未使用の
活性白土の吸着能力と同等の吸着能力を有する活性白土に再生するためには、有機性吸着
物の酸化分解処理時間を１時間以上とすることが好ましい。
【００４４】
　また、上記実施形態においては、反応器１０１から排出された反応ガスを気液分離器１
１２により気体物質と液体物質とに分別するように構成した。これは、有機性吸着物の酸
化分解反応により生じた反応物質を液相と気相とに分けて回収することにより、反応物質
の廃棄または再資源化を容易にするためである。すなわち、有機性吸着物の酸化分解反応
により生じた反応物質を液相と気相に分けて回収する構成は、有機性吸着物を酸化分解処
理するために必須な構成ではない。したがって、有機性吸着物の酸化分解反応により生じ
た反応物質を回収する方法は、反応物質の最終的な処分方法に応じて適宜決定すればよく
、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、有機性吸着物の酸化分解反応により
生じた反応物質を排出管１０８から直接大気中に排出するように構成してもよい。
【００４５】
　また、上記実施形態においては、活性白土に吸着した有機性吸着物の酸化分解処理につ
いて説明したが、本発明に係る有機性吸着物除去装置の処理対象となる無機吸着材は、上
記実施形態に限定されないことは、当然である。すなわち、本発明は、多孔質構造の無機
吸着材、例えば、活性炭、ケイソウ土、ベントナイト、シリカ系吸着材、炭酸カルシウム
および酸化チタンなどに広く適用できるものである。これらによっても、上記実施形態と
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【００４６】
　また、上記実施形態においては、各種植物油の製造過程における脱色工程で生じる使用
済み活性白土を被処理物としたが、当然、これに限定されるものではない。すなわち、本
発明は、油脂類、脂質類および鉱物油を製造する過程において色素成分や残留不純物など
の有機物を除去するために用いられる無機吸着材に広く適用できるものである。これらに
よっても、上記実施形態と同様の効果が期待できる。
【００４７】
　また、上記実施形態においては、図示左右方向に延びる横型の反応器１０１を用いた例
について説明したが、当然、これに限定されるものではない。すなわち、縦型の反応器１
０１を用いてもよいし、横型の反応器１０１を排出管１０９側に向って下がり勾配となる
ように傾斜させた構成としてもよい。これらによっても、上記実施形態と同様の効果が期
待できる。
【００４８】
　また、上記実施形態においては、活性白土に吸着した有機性吸着物に供給する混合流体
を加熱するために加熱器１０２および予熱器１０７を用いるとともに、同混合流体の圧力
を加圧するために高圧ポンプ１０５を用いた。しかし、これらの熱源および加圧源は一例
を示すものであって、これらに限定されるものではないことは当然である。
【００４９】
　また、上記実施形態においては、各種植物油の製造工程における脱色工程で生じる使用
済み活性白土を反応器１０１内に充填して酸化分解処理する有機性吸着物除去装置につい
て説明した。しかし、本発明は、各種植物油の製造工程における脱色工程で用いられる脱
色装置に直接適用することも可能である。具体的には、各種植物油の製造工程おける脱色
工程において、活性白土を充填した脱色フィルタに対して粗油と上記実施形態における混
合流体とを選択的に供給できるように構成する。そして、粗油の脱色処理によって活性白
土の吸着能力（脱色能力）が低下した場合には、粗油に変えて上記実施形態における混合
流体を脱色フィルタに供給する。これにより、吸着能力が低下した使用済み活性白土を有
機性吸着物除去装置に移し変えることなく再生することができる。なお、この場合、脱色
フィルタを２つ以上用意することにより一方の脱色フィルタにより粗油の脱色処理を行い
ながら、他方の脱色フィルタの吸着能力の回復処理を行うようにすれば、効率的に植物油
の製造を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機性吸着物除去装置の全体構成を模式的に示すブロ
ック図である。
【図２】図１に示す有機性吸着物除去装置によって有機性吸着物を処理して再生させた活
性白土の脱色率に対する混合流体の温度の関係を示したグラフである。
【図３】図１に示す有機性吸着物除去装置によって有機性吸着物を処理して再生させた活
性白土の脱色率に対する混合流体の圧力の関係を示したグラフである。
【図４】図１に示す有機性吸着物除去装置によって有機性吸着物を処理して再生させた活
性白土の脱色率に対する酸素供給比の関係を示したグラフである。
【図５】図１に示す有機性吸着物除去装置によって有機性吸着物を処理して再生させた活
性白土の脱色率に対する処理時間の関係を示したグラフである。
【符号の説明】
【００５１】
１０１…反応器、１０２…加熱器、１０３…溶媒供給管、１０４…溶媒タンク、１０５…
高圧ポンプ、１０６…流量調整バルブ、１０７…予熱器、１０８…排出管、１０９…冷却
器、１１０…焼結フィルタ、１１１…背圧弁、１１２…気液分離器。
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